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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月31日(2018.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成された光電変換部、並びに、
　光電変換部の光入射側に配設され、少なくとも帯状の光反射層及び光吸収層の積層構造
体が、複数、離間して並置されて成るワイヤグリッド偏光素子、
を備えた撮像素子を、複数、撮像領域に有する撮像装置の製造方法であって、
　各撮像素子を、
　（ａ）光電変換部を形成した後、光電変換部上に、第１導電材料から成る光反射層形成
層を設け、次いで、
　（ｂ）光反射層形成層の上又は上方に、第２導電材料から成り、少なくとも一部が光反
射層形成層と接した光吸収層形成層を設け、その後、
　（ｃ）光吸収層形成層及び光反射層形成層をパターニングすることで、帯状の光反射層
及び光吸収層の積層構造体が、複数、離間して並置されて成るワイヤグリッド偏光素子を
得る、
各工程に基づき製造し、
　工程（ａ）において、併せて、第１導電材料から成る光反射層形成層を基板又は光電変
換部に電気的に接続する撮像装置の製造方法。
【請求項２】
　光反射層及び光吸収層は撮像素子において共通である請求項１に記載の撮像装置の製造
方法。
【請求項３】
　工程（ｂ）において、基板又は光電変換部を介して光反射層形成層を所定の電位とした
状態で、光反射層形成層の上又は上方に、第２導電材料から成る光吸収層形成層を設け、
　工程（ｃ）において、基板又は光電変換部を介して光反射層形成層を所定の電位とした
状態で、光吸収層形成層及び光反射層形成層をパターニングする請求項１又は請求項２に
記載の撮像装置の製造方法。
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【請求項４】
　基板又は光電変換部と光反射層形成層とが電気的に接続される領域は、撮像領域に位置
する請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の撮像装置の製造方法。
【請求項５】
　基板又は光電変換部と光反射層形成層とが電気的に接続される領域は、撮像領域の外周
に設けられた光学的黒画素領域に位置する請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の
撮像装置の製造方法。
【請求項６】
　基板又は光電変換部と光反射層形成層とが電気的に接続される領域は、撮像領域の外側
に設けられた周辺領域に位置する請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の撮像装置
の製造方法。
【請求項７】
　ワイヤグリッド偏光素子は、光電変換部側から、光反射層、絶縁層及び光吸収層が積層
されて成る請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の撮像装置の製造方法。
【請求項８】
　光反射層の頂面全面に絶縁層が形成されており、絶縁層の頂面全面に光吸収層が形成さ
れている請求項７に記載の撮像装置の製造方法。
【請求項９】
　基板に形成された光電変換部、並びに、
　光電変換部の光入射側に配設され、少なくとも帯状の光反射層及び光吸収層の積層構造
体が、複数、離間して並置されて成るワイヤグリッド偏光素子、
を備えた撮像素子の製造方法であって、
　（Ａ）光電変換部を形成した後、光電変換部上に、第１導電材料から成り、基板又は光
電変換部と電気的に接続された光反射層形成層を設け、次いで、
　（Ｂ）光反射層形成層の上又は上方に、第２導電材料から成り、少なくとも一部が光反
射層形成層と接した光吸収層形成層を設け、その後、
　（Ｃ）光吸収層形成層及び光反射層形成層をパターニングすることで、帯状の光反射層
及び光吸収層の積層構造体が、複数、離間して並置されて成るワイヤグリッド偏光素子を
得る、
各工程から成る撮像素子の製造方法。
【請求項１０】
　工程（Ｂ）において、基板又は光電変換部を介して光反射層形成層を所定の電位とした
状態で、光反射層形成層の上又は上方に、第２導電材料から成る光吸収層形成層を設け、
　工程（Ｃ）において、基板又は光電変換部を介して光反射層形成層を所定の電位とした
状態で、光吸収層形成層及び光反射層形成層をパターニングする請求項９に記載の撮像素
子の製造方法。
【請求項１１】
　基板に形成された光電変換部、並びに、
　光電変換部の光入射側に配設され、少なくとも帯状の光反射層及び光吸収層の積層構造
体が、複数、離間して並置されて成るワイヤグリッド偏光素子、
を備えた撮像素子を、複数、撮像領域に有する撮像装置であって、
　光反射層は第１導電材料から成り、
　光吸収層は第２導電材料から成り、
　光反射層の延在部が基板又は光電変換部と電気的に接続されている撮像装置。
【請求項１２】
　光反射層及び光吸収層は撮像素子において共通である請求項１１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　光反射層の延在部が基板又は光電変換部と電気的に接続される領域は、撮像領域に位置
する請求項１１又は請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１４】
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　光反射層の延在部が基板又は光電変換部と電気的に接続される領域は、撮像領域の外周
に設けられた光学的黒画素領域に位置する請求項１１又は請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１５】
　光反射層の延在部が基板又は光電変換部と電気的に接続される領域は、撮像領域の外側
に設けられた周辺領域に位置する請求項１１又は請求項１２に記載の撮像装置。
【請求項１６】
　ワイヤグリッド偏光素子は、光電変換部側から、光反射層、絶縁層及び光吸収層が積層
されて成る請求項１１乃至請求項１５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項１７】
　光反射層の頂面全面に絶縁層が形成されており、絶縁層の頂面全面に光吸収層が形成さ
れている請求項１６に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　光電変換部と光反射層の間に下地膜が形成されている請求項１１乃至請求項１７のいず
れか１項に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　基板に形成された光電変換部、並びに、
　光電変換部の光入射側に配設され、少なくとも帯状の光反射層及び光吸収層の積層構造
体が、複数、離間して並置されて成るワイヤグリッド偏光素子、
を備えており、
　光反射層は第１導電材料から成り、
　光吸収層は第２導電材料から成り、
　光反射層の延在部が基板又は光電変換部と電気的に接続されている撮像素子。
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